
 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リスクアセスメントの 

基 本 
 
 

 



第２章 リスクアセスメントの基本 

 26 

１ リスクアセスメントの実施は、努力義務 

 
職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が

平成 18 年４月１日より改正されました。この改正により労働安全衛生法に危険性又は

有害性等の調査（リスクアセスメント）の実施が努力義務規定として設けられ、安全管

理者を選任しなければならない業種の事業者（自動車整備業も含まれます。）によるリ

スクアセスメントの実施とその結果に基づき必要な措置を講ずることが定められまし

た。 
 
労働安全衛生法 

（事業者の行うべき調査等） 
第 28 条の２ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、

ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性

等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置

を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように

努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製

剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外

のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 
２ 厚生労働大臣は、前条第１項及び第３項に定めるもののほか、前項の措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 
 

（技術上の指針等の公表等） 
第 28 条 厚生労働大臣は、第 20 条から第 25 条まで及び第 25 条の２第１項の規

定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又

は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 
２ （略） 
３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は

取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針

を公表するものとする。 
(1) 第 57 条の３第４項の規定による勧告又は第 57 条の４第１項の規定による

指示に係る化学物質 
(2) 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を

労働者に生ずるおそれのあるもの 
４ （略） 

 
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援

助等を行うことができる。 
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労働安全衛生規則 

（危険性又は有害性等の調査） 
第 24 条の 11 法第 28 条の２第１項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に

行うものとする。 
(1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 
(2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 
(3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 
(4) 前３号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、

又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は

生ずるおそれがあるとき。 
２ 法第 28 条の２第１項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第２条第１号に掲

げる業種及び同条第２号に掲げる業種（製造業を除く。）とする。 
 

労働安全衛生法施行令 

（総括安全衛生管理者を選任すべき事業場） 
第２条 労働安全衛生法（以下「法」という。）第 10 条第１項の政令で定める規

模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数

以上の労働者を使用する事業場とする。 
１ 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100 人 
２ 製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信

業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家

具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備

業及び機械修理業 300 人 
３ その他の業種 1,000 人 

  
 

（注） 労働安全衛生法第 28 条の２では、リスクアセスメントを実施すべき業種を定

めているのであって労働者数は要件となっていません。 
従って、自動車整備業であれば、労働者が１人以上であってもリスクアセスメ

ントの実施義務が生じます。 
 


